
  

労働者のみなさん

へ 
「治療しながら仕事を続けたい」 相談 

無料 

 

 治療と仕事の両立支援 

ひとりで悩んでいませんか？  

・ がんと診断されたことを 会社にどう報告したらいい？ 

・ 治療で長期間休むのに 公的な補償制度はない？ 

・ 仕事をしながら 治療や通院できる？ 

・ 職場復帰して 以前と同じ仕事ができる？ 

・ これからの働き方を相談できる人がいない 

仕事をあきらめる前に、相談してみませんか？  

さんぽセンターが相談に応じます 

多くの人が病気になっても 

働き続けることを希望しています 

あわてて仕事をやめないで 

わたしたちにご相談ください 

あなたを支援します 

独立行政法人労働者健康安全機構 大分産業保健総合支援センター (さんぽセンター） 

TEL 097-573-8070   FAX 097-573-8074   申込フォーム QR コード  

  

＊相談の内容は、同意なく他の方にお伝えすることはありません。安心して相談できます。 

〒870-0046 大分市荷揚町３番１号 いちご・みらい信金ビル６F 

  



 

  + 

さんぽセンターの支援内容 
●相談対応 

事業者・労働者からの治療と仕事の両立に関する相談に対応します。 

●個別訪問支援 

事業場からの要請により、さんぽセンターの両立支援促進員（社会保険労務士、 保健師）が事

業場を訪問し、治療と仕事の両立支援に取り組むための社内制度の整備についてのアドバイスや管

理監督者に対する教育研修などの支援を行います。 

●個別調整支援 

患者(労働者）の申出を受けて、就労継続や職場復帰について、医療機関と事業場の連携など、

治療と仕事の両立のための調整支援を実施します。 ※労働者(患者)の同意を得て行います。 

●啓発セミナー 

事業場担当者、産業保健スタッフなどを対象として「事業場における治療と仕事の両立支援のための

ガイドライン」の解説や両立支援のすすめ方などについて、セミナーを実施します。  

治療と仕事の両立支援のイメージ 

労働者（患者）と家族 

 

さんぽセンター 

主治医・医療ソーシャル

ワーカーなど 

医療機関 

 

 企業 

産業医・産業保健スタッフ・ 

労務管理担当者など 相談 相談 

支援 調整 調整 

大分産業保健総合支援センターホームページ https://oitas.johas.go.jp/ 

治療情報を共有し 

継続して支援 

TEL 097-573-8070   FAX 097-573-8074   申込フォーム QR コード  

  


